
 

第１章 通則 

 

  ○富山地区広域圏事務組合規約 

昭和47年６月27日議決 

改正 昭和52年12月22日議決 

昭和54年12月24日議決 

平成15年３月26日議決 

平成17年３月23日議決 

平成17年９月30日議決 

平成19年３月23日議決 

平成23年３月23日議決 

平成25年12月25日議決 

平成30年３月23日議決 

令和２年３月25日議決 

 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。）第284条第１項

の規定に基づき富山地区広域市町村圏の事務の共同処理の実施及び管理執行を目的とする組合の

組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （組合の名称） 

第２条 この組合は、富山地区広域圏事務組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する市町村） 

第３条 組合は、次の表に掲げる市町村（以下「関係市町村」という。）をもって組織する。 

市 町 村 

富山市 

滑川市 

立山町 

上市町 

舟橋村 

 （組合の共同処理する事務） 

第４条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。 

 (１) 粗大ごみ処理場の設置及び管理 

 (２) ごみ焼却場の設置及び管理 

 (３) 余熱利用施設及びスポーツ公園の設置及び管理 

 (４) し尿処理場の設置及び管理 

 （５） 有害鳥獣焼却施設の設置及び管理 

(６) 第２次救急医療対策事業に係る国庫支出金、県支出金及び関係市町村分担金等の受入れ並び

に第２次救急医療対策事業実施病院に対する補助金の交付 

 



 

（組合の事務所の位置） 

第５条 組合の事務所は、富山県中新川郡立山町末三賀103番地３に置く。 

 

   第２章 組合の議会 

 （議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第６条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は17人とし、その選出区分は、次の

表の左欄に掲げる市町村ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。 

市町村名 組合議員の定数 

富山市            10人 

滑川市            ２人 

立山町            ２人 

上市町            ２人 

舟橋村            １人 

２ 組合議員は、関係市町村の議会において、関係市町村の議会の議員のうちから選挙する。 

 （組合議員の任期） 

第７条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。 

２ 組合議員が欠けた場合は、その組合議員を選出した市町村の議会は、すみやかに補欠の組合議員

の選挙を行なわなければならない。 

 （選挙結果の報告等） 

第８条 関係市町村の長は、組合議員の選挙が終了し、当選者が確定したときは、直ちにその住所、

氏名及び生年月日並びに当選の日、その他必要な事項を理事長に報告しなければならない。 

２ 理事長は、前項の報告を受けたときは、当選の日、当選者の住所氏名を告示しなければならない。 

（議長及び副議長） 

第９条 組合議会は、議員のうちから議長及び副議長各１人を選挙しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

 

   第３章 組合の執行機関の組織 

 （理事会） 

第１０条 組合に５人の理事をもって組織する理事会を置く。 

２ 理事は、関係市町村の長をもってあてる。 

３ 理事に事故があるときは、当該理事の属する市町村の副市町村長又はあらかじめ当該理事におい

て指名した職員がその職務を代理する。 

 （理事長及び副理事長） 

第１１条 組合に理事長及び副理事長をそれぞれ1人置き、その任期は関係市町村の長の任期による。 

２ 理事長及び副理事長は、理事会において互選する。 

３ 理事長は、組合を統轄し、これを代表する。 

４ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

５ 理事長は、組合の事務執行に関する重要な事項については、あらかじめ理事会の意見を聞かなけ



 

ればならない。 

 （会計管理者） 

第１２条 組合の会計事務を処理するため会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は、理事長の属する市町村の会計管理者をもってあてる。 

（補助職員） 

第１３条 前条に規定する者のほか、組合に職員を置き、理事長がこれを任免する。 

２ 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。 

 （監査委員） 

第１４条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、理事長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各１人を

選任する。 

３ 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものと

し、識見を有する者のうちから選任された者にあっては４年とする。ただし、後任者が選任される

までの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 

 

   第４章 経費の支弁方法 

 （経費支弁の方法） 

第１５条 組合の経費は、組合財産から生ずる収入、補助金、関係市町村分担金、その他の収入をもっ

てこれにあてる。 

 （分担金の分賦区分） 

第１６条 前条に規定する関係市町村の分担金（組合の通常の管理のために必要な経費（議会費、理

事会費、事務局費その他これらに類する経費をいう。）及び関係市町村が共同処理する事業に要す

る経費（施設の設置及び管理に要する経費をいう。）の分担金（以下「分担金」という。））の分

賦区分は、関係市町村が協議し、その割合を定める。 

２ 前項の規定は、地方債の償還に要する経費の分賦区分について、これを準用する。 

 （分担金の納期） 

第１７条 関係市町村は、分担金を理事長の指定する期日までに納入しなければならない。 

 

   附 則 

１ この規約は、自治法第284条第１項の規定に基づく富山県知事の許可のあった日（昭和47年７月

１日富山県地指令第632号で許可）から施行する。ただし、規約第４条第３号に規定する事務につ

いては、同条第２号の手続を経て計画事業の実施が確定した日（昭和47年10月27日議決）から施行

し、第６条第２項の規定については、この規約が関係市町村の議会で議決された日（昭和47年６月

27日議決）から適用する。 

   附 則（昭和52年12月22日議決） 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定に基づく富山県知事の許可

があった日から施行する。 



 

   附 則（昭和54年12月24日議決） 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定に基づく富山県知事の許可

があった日から施行する。 

   附 則（平成15年３月26日議決） 

 この規約は、平成15年４月１日から施行する。 

   附 則（平成17年３月23日議決） 

 この規約は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則（平成17年９月30日議決） 

 この規約は、平成17年11月28日から施行する。ただし、第11条の改定規定は、平成17年10月１日か

ら施行する。 

   附 則（平成19年３月23日議決） 

 この規約は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則（平成23年３月23日議決） 

 この規約は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則（平成25年12月25日議決） 

１ この規約は、平成26年４月１日から施行する。 

２ 富山地区広域圏事務組合は、平成26年３月31日をもって解散する富山地域衛生組合の事務を承継

する。 

附 則（平成30年３月23日議決） 

１ この規約は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この規約の施行の際現に在職する関係市町村の知識経験を有する監査委員のうちから選任され

た監査委員である者は、この規約の施行の日に、改正後の富山地区広域圏事務組合規約第１４条第

２項の規定により識見を有する者のうちから監査委員として選任されたものとみなす。この場合に

おいて、当該選任されたものとみなされる者の任期は、同条第３項の規定にかかわらず、従前の監

査委員としての任期の残任期間とする。 

   附 則（令和２年３月25日議決） 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定に基づく富山県知事の許可

があった日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


